
住所

電話番号

□市民税・都民税 □固定資産税・都市計画税

□ □

□納税義務者の市外転居

□成年後見人・保佐人・補助人

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□

□

□

納税義務者

納税管理人 申告 （承認申請） 書

令和　　　年　　　月　　　日

ふりがな

電話番号

清瀬市市税条例第24条、第58条の規定に基づき、次のとおり申告（承認申請）します。

なお、納税義務者及び納税管理人の同意を得た上で届け出ていることを認めます。

対 象 の 税

申告（申請）内容

理 由

清瀬市長　殿

氏名

納税義務者との関係

係長 市都 固都

住所

※２　上記以外の場合 → 承認申請書として取り扱い、後日承認書を送付します

処理完了日

納 税 管 理 人 の
本 人 確 認 方 法

（ い ず れ か ）

主査

※１　新納税管理人の居住地等が清瀬市内である場合 → 申告書として取り扱い、提出と同時に手続きは完了します

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

登記事項証明書・代理行為目録（成年後見人・保佐人・補助人の場合）

顔写真付きの身分証明書の写し

氏　　名

氏　　名

課長

ふりがな

新
納税管理人

解除の場合は空欄

旧
納税管理人

設定の場合は空欄

ふりがな

備考

納税管理人を設定する 納税管理人を変更（または解除）する

住所

〒

〒 電話番号

納税義務者との関係



〇固定資産税・都市計画税 （課税課固定資産税係）　042-497-2042

納税管理人について

◆清瀬市市税条例◆
（市民税の納税管理人）

第24条　市民税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合において

は、市内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者（個人にあつては、独立の生計を営むものに限

る。）のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長

に提出し、又は市外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者（個人にあつては、独立の生計を営む

ものに限る。）のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めること

について納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。

納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記

載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10

日を経過した日とする。

２　前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る市民税の徴収の確保に支障がな

いことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この

場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその

旨を市長に届け出なければならない。

（市民税の納税管理人に係る不申告に関する過料）

第25条　前条第２項の認定を受けていない市民税の納税義務者で同条第１項の承認を受けていないものが

同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合において

は、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

２　前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

３　第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10

日以内とする。

（固定資産税の納税管理人）

第58条　固定資産税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所（以下本項において「住所

等」という。）を有しない場合においては、市内に住所等を有する者（個人にあつては、独立の生計を営むも

のに限る。）のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に、納税管理人申告

書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者（個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。）のうち

納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理

人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更

し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動

を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日と

する。

２　前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障

がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内に

その旨を市長に届け出なければならない。

（固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料）

第59条　前条第２項の認定を受けていない固定資産税の納税義務者で同条第１項の承認を受けていないも

のが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合におい

ては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

２　前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

３　第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10

日以内とする。

◆問い合わせ先◆
〇市・都民税 （課税課市民税係）　　042-497-2040 ・ 2041


